
 １
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時  刻 午後 ３時００分 
開会 

宣 言 者 委員長 

議案番号 件       名 

  選挙 

  

議案番号 件       名 

議案第 ２９号 

平成２１年２月議会定例会の議案について 

（１）新潟市学校給食センター条例の 

一部改正について 

（２）新潟市立小学校条例の一部改正について 

（３）新潟市立養護学校条例の一部改正について 

議案第 ３０号 
新潟市立学校管理運営に関する規則の 
               一部改正について 

議案第 ３１号 
平成２１年度に新潟市立高志中等教育学校 
  前期課程で使用する教科用図書の採択について 

議案第 ３２号 平成２１年度全国学力・学習状況調査について 

付議事件 
（５件） 

議案第 ３３号 職員の人事措置について 

記  号 件       名 

 
平成２０年度 全国体力・運動能力，運動習慣等調

査結果 

  

  

  

  

報告 
（１件） 

  

記  号 件       名 その他 
（ 件）   
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第１ 開会宣言 
○委員長 午後３時００分開会を宣言する。 

 会に入る前に，新潟日報社から取材の申し込みがありますの

で，報告します。 
 

第２ 会議録署名委員の指名 
○委員長  田中委員，髙山委員 両委員を指名。 

 
第３ 付議事件  
○委員長  付議事件に入ります。議案第 29 号の（１）になりますが，29

号は，平成21年２月議会定例会の議案についてになります。（１）

は新潟市学校給食センター条例の一部改正についてです。保健

給食課長，お願いいたします。 
○保健給食課長  それでは，議案第 29 号（１）の新潟市学校給食センター条例

の一部改正について，ご説明申し上げます。資料１をご覧いた

だきたいと思います。学校給食法を今回一部改正することに伴

いまして，新潟市学校給食センター条例におけます学校給食法

の引用条名の変更となるものでございます。下の段に学校給食

法の抜粋がございますが，この中で二つ以上の義務教育諸学校

の学校給食の実施に必要な施設の条文の第５条の２が新たに第

６条となります。そのために，資料の３ページ，学校給食セン

ター条例の新旧対照表でございますが，旧新潟市学校給食セン

ター条例の第１条の下線の第５条の２を第６条に改正するもの

でございます。 
 この度の法改正の趣旨といたしましては，学校給食で使用す

る食品の安全確保，それから学校の責務の明確化，学校と地域

の関係機関との連携，そして栄養教諭を中核とし，学校給食を

活用した食に関する指導充実を目的に改定されたものでござい

ます。 
 次の官報につきまして，今ほど事前にお配りいたしました官

報が入れ忘れていたものでございまして，４ページの次に入る

ものでございます。改正内容としては，以上でございます。 
○委員長  学校給食法が変わったということに伴っての条例の一部改正

になります。よろしいでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  それでは，次に進みたいと思います。29 号の（２）と（３），

いずれも教職員課所管ですので，一括して審議いたします。 
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○教職員課長  引き続きまして，議案第 29 号のうち教職員課所管分について

ご説明申し上げます。 
 初に，議案第 29 号（２）新潟市立小学校条例の一部改正に

ついてご説明いたします。議案書の６ページをお開きください。

今回の小学校条例の改正につきましては，鳥屋野小学校の移転

改築に伴う学校所在地の変更と，江南小学校の住所訂正をお願

いするものです。鳥屋野小学校につきましては，児童数の増加

に伴い，校舎の強化が進む中，用地取得による工事拡張が難し

いことから，老朽化している校舎の改築に併せ，鳥屋野浄水場

跡地に前年移転改築を行ってまいりました。平成 17 年の基本構

想策定に当たり，平成 19 年度，20 年度の２か年の建設工事を

経て，平成 21 年４月１日に新校舎が開校いたします。これに伴

い，当条例別表中の鳥屋野小学校の位置を新潟市中央区鳥屋野

３丁目２番１号から，新住所の新潟市中央区美咲町２丁目４番

７号に改めるものです。 
 次に，江南小学校の住所訂正についてですが，これまで，江

南小学校の住所は条例上新潟市東区江南５丁目１番１号として

おりました。この何丁目以下の何番何号と表記できるのは，住

居表示に関する法律に基づき，住居表示を実施している地区だ

けになりますが，江南小学校の所在地である江南は住居表示が

実施されていない地区であるため，この何番何号と表記できな

いことがこの度判明いたしました。住居表示が実施されていな

い地区の住居の表示方法は何番何号ではなく，何番地としなけ

ればならないことから，この度，当条例別表中の江南小学校の

位置を新潟市東区江南５丁目１番１号から新潟市東区江南５丁

目１番地１に改めるものです。関連しまして，７ページに改正

案文，８ページに新旧対照表を掲載しておりますので，ご確認

願います。 
 続きまして，議案第 29 号（３）新潟私立養護学校条例の一部

改正について，ご説明申し上げます。議案書の９ページをお開

きください。養護学校条例の改正につきましては，新潟市立西

特別支援学校の新設に伴い，条例名の変更，現養護学校の名称

変更及び新設校の名称，そして位置の追加をお願いするもので

す。西特別支援学校については，現在，東区海老ヶ瀬に設置し

ている私立養護学校の生徒数の増加や，合併による市域の拡大

に伴い，西新潟地区からの通学が困難になっている現状を踏ま

え，交通の便がよく，隣接する高等養護学校との連携も期待で

きる西蒲区の旧県立巻工業高校跡地に，市立特別支援学校の２
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校目として新設するものです。 
 条例名につきましては，現行の新潟市立養護学校条例は現学

校の固有名詞を条例名に使用しているため，２校目の設置に伴

いまして，校種名であります特別支援学校を用い，新潟市立特

別支援学校条例に変更するものであります。学校の名称につき

ましては，市民応募や教育委員の皆様の意見等も踏まえまして，

現市立養護学校を新潟市立東特別支援学校に，新設校を新潟市

立西特別支援学校とすることにいたしました。また，新設校の

住所は，新潟市西蒲区堀山新田 88 番地となります。 
 この条例の施行日は，西特別支援学校が開校する平成 22 年４

月１日になりますが，これから県や国に対して行う校舎建設補

助採択や設置認可に関する申請に際し，新設校の場合は，条例

を提出し，学校新設が事実であることを証明する必要があるた

め，時期を繰り上げて開設するものであります。 
 関連しまして，先の条例と同じく，10 ページに改正案文，11
ページに新旧対照表を掲載しておりますので，ご確認願います。

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いい

たします。 
○委員長  新潟市立小学校条例の一部改正は，鳥屋野小学校が改築され，

場所が動いたと。それから，江南小学校の住所の表記が少し違

っていたということで，正しくしたということです。（２）の諸

学校条例の一部改正はよろしいでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  続いて，市立養護学校条例も，西に新潟市立西特別支援学校，

新しく養護学校が出来たということで，現在の特別支援学校と

いう名前に変更し，そして東の方は東，巻の方は西と付けて新

潟市立養護学校条例の一部改正を，新潟市立特別支援学校条例

と改正していきたいということでございます。これもよろしい

でしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  ありがとうございました。 

 続いて，議案第 30 号，新潟市立学校管理運営に関する規則の

一部改正についてですが，教職員課長，お願いします。 
○教職員課長  新潟市立学校管理運営に関する規則の一部改正について，ご

説明申し上げます。資料の 12 ページをご覧ください。はじめに，

今回の改正理由でございますが，一つ目は，平成 21 年度より，

新しい職として主幹教諭を義務教育諸学校に設置することに伴

って，所用の改正を行うためです。二つ目は，学校事務職員の



 ６

四つの職，事務主幹，主査，主任，主事について，これまで職

務内容の明確な規定がなかったことから，それぞれ職務の概要

を規定する項を追加するとともに，履歴事項の変更に伴う届出，

報告事項及び学校に備え付ける表簿について，現状に併せまし

て改正を行うためでございます。 
 まず，主幹教諭の設置についてご説明いたします。主幹教諭

の対応につきましては，昨年 10 月にご説明した内容と重なると

ころもございますが，その際の資料を参考までにお配りいたし

ましたので，適宜ご参照ください。主幹教諭は，平成 19 年６月

に改正された学校教育法の中で新たに設置された職の一つで，

その目的は，学校における組織運営体制や指導体制の確立を図

り，学校マネジメントを中心とした指導・監督を機動的に行う

ことで，学校の課題解決能力の一層の向上と学校教育の充実を

目指すことにあります。平成21年４月からの県の施行に併せて，

本市においても新設しようとするものです。平成 21 年度はモデ

ル的に，現在，県が国に要望している，全県で 20 人という数が

認められれば，市内に７人程度配置する予定にしておりますが，

人数については，今後も県と協議してまいります。また，平成

21 年度の登用については，教頭の選考検査の一次選考検査に合

格したものから選考することとして，現在選考中です。 
 次に，改正内容についてですが，資料 15 ページ以降の新旧対

照表をご覧ください。今回の改正のうち，15，16 ページの第 39
条までは，小学校及び中学校。17 ページの第 54 条の８及び第

54 条の９は中等教育学校。第 55 条の３及び次の 18 ページの第

56 条は養護学校の改正となります。 
 それでは，15 ページにお戻りください。第 22 条の職員組織

の規定に主幹教諭を加え，第 23 条の２として，主幹教諭の職務

に関する情報を追加します。主幹教諭の職務の規定は，学校教

育法の規定に準じています。 
 続いて，学校事務職員の四つの職務内容の規定と，履歴事項

の変更に伴う届出，報告事項及び備え付け表簿についての改正

ですが，15 ページ下段のとおり，事務職員を規定している第 25
条の３に，第３項として，事務主管，主査，主任，主事の４職

の職務内容の規定を追加します。各職の職務内容は，各号に規

定のとおりです。 
 16 ページをお開きください。第 33 条で，氏名，本籍及び住

所の変更等の届出について。 
 第 39 条で，学校に備え付ける表簿のうち警備日誌を現状に合
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わせて削除するものです。 
 17 ページ以降は，小学校及び中学校に準じて中等教育学校及

び養護学校の規定を改正するものです。施行日は平成 21 年４月

１日です。 
 説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。 

○委員長  新潟市立学校管理運営に関する規則の一部改正ですが，二つ

あります。一つは，主幹教諭を置くということについて。もう

一つは，事務職員の四つの職について，その職務を明記すると

いうことです。小学校で記載されておりますが，あとについて

は準用規定だということです。いかがでしょうか。何かご質問，

ご意見ございませんでしょうか。 
 その前に，管理運営に関する規則について，その改正につい

てのご質問，審議をしていきたいと思います。そのあとで，課

長から少し話のありました主幹教諭の選び方について，別のこ

とになりますので，あとで審議いたします。法令について，い

かがでしょうか。 
○佐藤委員  選考は別ということなのですけれども，教頭選考検査の中で

選考するということは，主幹教諭というのは教頭と同じ権限を

持つと理解していいのでしょうか。どのような位置づけになる

のでしょうか。組織図から考えていくと，主幹教諭がどこに位

置していくのかをお聞かせください。 
○教職員課長  学校教育法第 37 条の第９項には，主幹教諭は，校長及び教頭

を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並びに児童の教育を

つかさどるというようにございますので，組織的には，現在の

教諭主任と教頭の中間の職となります。 
○佐藤委員  そうすると，校長あるいは教頭の命を受けるということです

ね。校長だけの命ではなくて，この主幹教諭に関しては，教頭

も命令権を持っていると理解してよろしいですね。 
○教職員課長  教頭の命というのは校長の命であると考えておりますので，

両方からということではないと思います。 
○佐藤委員  ということは，逆に言うと，校長の付託を受けた教頭が主幹

教諭２名を管理するという組織図になるわけですか。直線とい

うことですね。 
○教職員課長  そのように考えていただければと思います。 
○委員長  今のことについて質問なのですが，教諭主任の上ですか，下

ですか。上下という言い方はおかしいですが，今そのようなお

話があったようで，少し疑問に思うのですが。 
○教職員課長  学校教育法の中で規定されている内容から考えますと，教諭
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主任というものが命を受けて，学校経営には法的に関わらない

ということですけれども，今回の主幹教諭につきましては，管

理職ではありませんけれども，学校経営そのものに直接関わる

部分の業務もできるというようにとらえております。 
○委員長  ということは，教務主任は主幹教諭の命を受けるということ

になりますね。学校管理に関わる仕事をするわけですから，そ

の主幹教諭は教務主任に命を発すると。その命というのは，も

ちろん校長の意を受けてということになるのでしょうけれど

も，それでよろしいですか。 
○教職員課長  主幹教諭と教務主任が別の場合はそのような形になると思い

ますが，学校事情によっては，兼ねるケースも考えられます。

○委員長  分かりました。 
 ほかにございませんか。 

○髙山委員  そうすると，主幹教諭というのは管理職ではないということ

ですね。 
○教職員課長  そのとおりでございます。 
○髙山委員  そうしますと，実際の授業を持ったり，あるいは学級担任な

どを行うこともあるというように解釈していいのですか。 
○教職員課長  児童の教育をつかさどるとありますので，直接授業に出るこ

とは大いに考えられることですが，実際に学校の組織上から考

えますと，学級担任をやりながら主幹教諭というのは，現実的

にはあり得ないのではないかと思います。 
○髙山委員  以前に配られたものでは，授業時数を軽減するためにも，主

幹教諭が置かれますと，新たな教員を配置するということにな

ると思います。その学校にいわゆる加配のような形で１名教諭

が増えると考えてよろしいのでしょうか。 
○教職員課長  県の話によりますと，純粋に１名増えるということですので，

教員数が１加配されるということでございます。 
○髙山委員  事務の四つの役目といいますか，階級があるのですが，今各

学校にいらっしゃる事務はどの段階の方なのですか。主幹，主

査，主任，主事とあるのですけれども，いろいろな方がいらっ

しゃるのですか。 
○教職員課長  学校事務職員は，採用されますと，まずは主事に任用されま

す。そして，33 歳以上，主事経験がありますと，主任昇任。更

に，47 歳以上，主任歴が 10 年経験で主査に任用されます。そ

して，主査３年以上の経験があれば事務主幹を受験できるとい

うことでございます。事務主幹は今年度からスタートしたわけ

ですので，事務主幹については，現在，新潟市には３名だった
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と思います。あとの方々は，比較的若手の人たちは主事という

ことになります。 
○髙山委員  モデル校が７校程度を選ぶと書いてありますが、これは児童

数，あるいは生徒数が多い学校と考えた方がいいのでしょうか。

○教職員課長  今のところ７名という数字は出ておりますが，まだその数は

はっきり申し上げられないのが現状です。新潟市の学校規模の

現状から見ますと，やはりある程度の規模の学校に配置し，そ

してまた各区のバランスも取りながら検討していきたいと考え

ております。 
○委員長  併せて，選考について，どういう選考になるのでしょうか。

どういう人を当てていくか，もう一度説明してください。 
○教職員課長  主幹教諭は，やはり一般教諭とは違います。先ほど申しまし

たように，直接学校経営に関わる職務も当然入ってきます。そ

のときに必要なのは，やはり法的な知識であるとか，通知や通

達をどれだけ理解しているかというあたりが非常に重要な条件

となってきます。そういう面では，教頭に必要な資質と同じ部

分があると考えておりますので，新潟市で昨年度からやってお

ります教頭等選考検査の中に，そういった力を見る検査を実施

しておりますので，主幹教諭についても，同じ教頭等選考検査

の中で今回選考したということでございます。今後のそのよう

な形で進めていきたいと思います。 
○委員長  一次選考を通った人の中から選んでいくという話でしたね。

そのようにして主幹教諭を任命していくということですが，い

かがでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  それでは，学校管理運営に関する規則の一部改正について，

承認いたします。 
 続いて，平成 21 年度に新潟市立高志中等教育学校前期課程で

使用する教科用図書の採択についてに入ります。 
○学校支援課長  19 ページからでございますが，新潟市立高志中等教育学校前

期課程，平成 21 年度使用教科用図書についてということで，こ

のことにつきましては，11 月の教育委員会での諮問を受け，教

科用図書選定委員会の審議を経て，ここに答申いたします。 
 はじめに，審議にあたって配慮した三つの観点について，説

明いたします。19 ページの四角囲みの中に観点が三つございま

す。観点の一つ目は，学習指導要領の目標や内容等を十分踏ま

えることでございます。二つ目は，新潟市立高志中等教育学校

の教育目標及び教育内容に適した教科用図書であることでござ
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います。三つ目は，各教科用図書を調査して種目ごとに特徴を

まとめた選定資料を活用し，比較検討することでございます。

 次に，特に重要と思われる二つ目の観点，新潟市立高志中等

教育学校の教育目標及び教育内容について，若干説明させてい

ただきます。教育目標は，知性と人間性にあふれ，高い志を持

つ，時代のリーダーとなる生徒を育成することでございます。

 この教育目標を達成するための教育内容として，三つの基本

方針を立てております。その三つの基本方針のうちの一つは，

知性を高めるために，６年間の連続性を生かし，質と量の調和

の取れた学習を行うことであります。 
 この方針のための具体的方策として，次の四つを設定してお

ります。一つ目は，連続性を重視し，学習内容を効果的に組み

合わせるなど，６年間の連続性を生かしたカリキュラムを編成

することでございます。二つ目は，発展性と多様性を重視し，

全課程では年間 1,085 時間の授業に時数を確保し，個に応じた

丁寧な学習指導を行うことでございます。三つ目は，課題性を

重視し，自ら課題を解決していく中で，知識，技能を活用する

力や考える力を身に着ける，追求型の学習を重視することでご

ざいます。四つ目は，課題性を重視し，仲間と共に学ぶ学習を

計画的に実施するということでございます。 
 この教科書の選定にあたりましては，特に一つ目の６年間の

連続性と，二つ目の豊富な事業時数が高志中等教育学校の特徴

であると言えます。中等教育学校では，３年時に高校入試がな

いということから，前期課程から後期課程になる段階でも，継

続して授業を行うことができます。また，前期課程では，年間

で他の統一中学校に比べて70時間多い事業時数を設定しており

ます。以上のことを考慮に入れながら，選定資料を基に慎重に

審議した結果，教科用図書選定委員会として，別紙，20 ページ，

21 ページでございますが，別紙に記載してある教科用図書が適

当であるとの結論に達しました。 
 ここで，３点，高等で補足説明をいたします。１点目は，選

定の対象となる主要教科用図書は，平成 18 年度から平成 21 年

度まで使用する教科用図書であるということでございます。２

点目は，社会の公民的分野は，学習指導要領により，第３学年

で学習させることとされていることから，来年度は使用しない

ことになり，今回は選定しないということでございます。３点

目は，選定資料の作成にあたっては，平成 18 年度使用教科用図

書の採択の際に作成された資料を参考にしながら，教科用図書
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選定委員会調査部会で，昨年 11 月から 12 月にかけて約１か月

にわたる調査研究を行ったということでございます。この選定

資料を基に選定委員会検討部会で検討した結果を受けて，本日

の答申に至っております。 
 それでは，平成 21 年度使用教科用図書選定資料により，これ

につきましては，21 ページからでございますが，各教科ごとに，

順次説明いたします。 
○委員長  その前に，そこで一旦切っていただけますか。今，非常に大

事な説明をしてくださいましたので，確認をしていきたいと思

います。 
 今ほど課長から，選定委員会で大事にしたことをお話しして

いただきました。それは，19 ページに観点として載せているも

の，これは当然ですが，その内の２を具体的にこのようにとら

えて考えているということで，一番大事にしているのは，６年

間の連続性，中等教育学校ということを大事にとらえて，それ

が生きる教科書の選定にあたったということです。なお，そこ

で選定された教科書は，平成 18 年から 21 年使用ですので，高

志中等教育学校では平成 21 年だけ使用するということですね。

○学校支援課長  はい。そうでございます。 
○委員長  平成 21 年，来年度だけ使用する教科書になります。そのあと

また採択がありますので，そのリズムに乗せるということにな

ります。それから，そのために，１年生であるということで，

社会科の公民は３年生で学習する内容なのでなしということで

すか。 
○学校支援課長  はい。そうでございます。 
○委員長  それから，基本的に，私たちは平成 18 年に今の市内の中学校

が使っている教科書を検討し，採択してきたわけですが，その

ことを参考にしたというお話でした。こういう前提の元で，以

下の説明が行われますので，よろしくお願いいたします。 
 今までのことで何か確認しておきたいことはございますでし

ょうか。 
 よろしいでしょうか。では，また具体的な問題でお話しいた

だきたいと思います。 
 なお，課長には，できるだけ中等教育学校だからこの教科書

を使うということで，市立中学校も同じという場合にはあまり

説明は必要ないのではないかと思いますので，中等教育学校だ

からここはこうしたいという話を中心に説明していただけると

大変分かりやすいと思いますので，お願いいたします。 
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○学校支援課長  選定資料の，ページが二つ打ってありますが，真ん中のとこ

ろのページが１，２となっているところでございます。調査し

た教科書の一覧でございます。１ページの国語から始まってお

りまして，２ページは数学から始まって外国語ということでご

ざいます。この教科用図書の中から，教科ごとに二つまたは三

つを選んだものが，戻りまして 20 ページ，21 ページに記載さ

れているものでございます。そして，別紙に載せてあるものの

特徴をまとめたものが，選定資料の３ページからでございます。

端に 25 ページと振ってございますが，国語からまとめたもので

ございます。 
 各教科の始めのページは，教科書を調査・研究する際の教科

書研究の観点でございます。例えば，４ページでございますが，

国語の観点としましては，右側に単元構成と配列，それから教

材内容と構成，学習過程への配慮，補充的な教材，記述・表現

というようなところで， 後は，高志中等教育学校の教材とし

てということで，この１項を付け加えてございます。この二つ

または三つの教科用図書の中から，新潟市立高志中等教育学校

で使用するものを採択していただきたいと思っております。 
 国語でありますが，国語につきましては，４ページの学図，

５ページの三省堂，６ページの光村ということでございます。

以上，ご審議をお願いしたいと思います。 
○委員長  学図と三省堂と光村がございます。この中については，特に

課長は触れないのですね。要するに，書いてあるとおりという

ことですね。分かりました。 
 いかがでしょうか。３社が出ておりますが，どれを高志中等

教育学校の国語の教科書とするかということになります。 
○髙山委員  現在，市内の中学校で使っているのは三省堂ということで，

私どもが審査をして選んだわけであります。これは全体的にバ

ランスが取れているということが大きな特徴であったわけです

が，中等教育学校の場合，それだけでいいのかということにな

るわけであります。 
 光村の説明を更に検討しますと，書く，読む教材が も多い

ということが書かれております。それから，その下に，各学年

教材の説明的文章，物語・小説ともに３か年の段階を追った系

統性が分かりやすいということです。そういうことから考えま

すと一つの連続性というものが読み取れますし，今問題になっ

ております読解力を高めるという点では優れている教科書では

ないかということであります。そういった意味で見ていきます
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と，説明文教材では，主張や見方・考え方をオープンエンドで

余韻を残し， 終的な論や判断を生徒にゆだねることで，これ

からの生き方や価値観の広がりを促そうとする文章が多いとい

うことであります。つまり，生徒の人間力といったもの，こう

した基礎が自然に身についていくのではないかということ。 
 いずれにしましても，私としては，全体的に向上を目指す，

そしてまた時間数が今よりも増えるということを考えますと，

光村がよいのではないかと考えております。 
○委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 
 三省堂もそうなっているようですが，少し追求型の学習の展

開が違っているように，資料がたくさんあるから追求型になる

かというと決してそうではなくて，やはり学習過程そのものを

仕組んでいかなければ追求型にはならないだろうと。そういう

意味では，やはり今お話がございましたが，光村が適している

ように思われます。また，補充的な教材のところで，学習を広

げるが充実していると。要するに，時間が少し余計にあるわけ

ですので，この学校については少し発展的な教材に取り組んで

ほしい，少し上を目指してほしいという思いが私にはあります。

そういう意味でも，光村がいいのではないかと考えますが，い

かがでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  それでは，国語については光村でまいります。 

 続いて，書写について，課長から説明をお願いいたします。

○学校支援課長  書写につきましては，７ページから 10 ページに書けてでござ

います。８ページの大書，９ページの学図，10 ページの光村で

ございます。 
○委員長  書写について，いかがでしょうか。大阪書籍と学図と光村が

あるということです。 
 これは前も話があったのですが，平成 17 年度採択の際に，新

潟県に関係する資料があり意欲を喚起するのではないかという

話がございました。特に，それが高志中等教育学校にとってプ

ラスになっているならば，同じ内容，新潟市が使っている書写

の本でいいのではないかと私は考えますが，いかがでしょうか。

○髙山委員  そうですね。それぞれ比べてもなかなか難しいところがあっ

たと思います。新潟のことが出ている。例えば，新潟市の展覧

会の写真が巻末に出ておりましたし，それから，使い勝手のよ

い編集であると書いてありますし，さらに，古典作品との関連
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を大切にしているということですので，これは特に今の中学生

と変える必要はないと思いますので，学図がいいと思います。

○委員長  それでは，現在新潟市内で使っている教科書と同じものを使

うということでよろしいでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  続いて，社会科，地理的分野に入ります。 
○学校支援課長  11 ページからでございます。12 ページが東書でございます。

13 ページが教出でございます。14 ページが帝国でございます。

以上３点から，よろしくお願いしたいと思います。 
○委員長  東書，教出，帝国の３社です。いかがでしょうか。 
○髙山委員  今使っているものは教育出版ですよね。これは，大きな要因

として，新潟県の話がけっこう出てきたと。例えば，上越市安

塚地区の地域の魅力を作る。あるいは，地場産業として燕市の

洋食器。それから，災害から学ぶということで，小千谷市の写

真が出ているということで選んだと思います。 
 新潟県だけではなくて，中高一貫校として一番目を向けなく

てはならないのは，じっくりと学べる教科書であってほしいと

いうことを考えますと，調べ学習など，作業が豊富で，資料活

用の技能習得に配慮してある。あるいは，本文の記述では資料

から読み取れる具体例を挙げながら特色を説明しているので，

資料の見方や考え方を学ぶことができるということですので，

帝国に替えた方がいいのではないかと思います。新潟県のもの

も全くないわけではなくて，十日町のことも出てきますので，

その辺がいいのではないかと思います。 
 ただ，農業についての記述があまりないということが少し気

になるところではありますけれども，総合的に見ますと，帝国

がいいのではないかと思います。 
○委員長  調べ学習と，総合的に見ていくと帝国がいいのではないかと

いうお話ですが，いかがでしょうか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  先取りするようですが，現在新潟市が使っている地図帳は帝

国書院のものです。この帝国書院は，そういう意味で，資料を

活用する力，地図帳と関連づけながら資料活用能力を養うとい

う意味では力をはっきりするのではないかと思っております。

それでは，帝国書院を採択いたします。 
 続いて，地図について，お願いいたします。 

○学校支援課長  15 ページからでございます。16 ページに東書，17 ページに

帝国ということで，この二つの図書の中からお願いいたします。
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○委員長  地図帳は２社で，帝国と東書ということです。 
 実は，これは髙山委員だったと思うのですが，新潟県がいつ

でも地図帳になると割れていると。要するに，２ページにわた

ったり，あるいは半分しか出ていなかったりということが非常

に多いと。しかし，帝国書院は新潟県を取り上げて事例として

説明してあるので，非常に分かりやすいということです。髙山

委員，前回そういうお話をしたようですけれども。 
○髙山委員  きちんと１ページ使って新潟県の地図を載せてあるというも

のはこれだけだと思います。 
○委員長  これでいいということでよろしいでしょうか。 
○佐藤委員  関連があるので，よろしいのではないでしょうか。 
○委員長  教科書と同じということですね。 

 それでは，地図帳については，帝国を採択いたします。 
 続いて歴史的分野ですが，いかがでしょうか。 

○学校支援課長  18 ページからでございます。19 ページの東書，20 ページの

大書，21 ページの教出でございます。 
○委員長  いかがでしょうか。 
○髙山委員  教出は記述が簡単すぎる，あるいは網羅的だと私は感じてお

りました。それから，大書については，記述はしっかりしてい

るのですけれども，中学生としては少し文章の量が多すぎるの

ではないかという感じがしました。結局，残るのは東書という

ことですけれども，年代の捉え方，章のはじめに，年代スケー

ルと代表的な写真資料を載せている。写真には簡単な問いがつ

けられていて使いやすいということや，資料の解説文が詳しい

ということです。それから，扱っている歴史的事象が多く，歴

史的事象の意義などについても詳しく記述されている。発展学

習の扱いが多いということを考えますと，例えば，歴史にアク

セスとか，私たち，歴史探検隊だとか，スキルアップといった

コーナーまで設けていますので，高度で，しかも学習を深めて

いくという意味では，東書がいいのではないかと思います。 
○委員長  ありがとうございました。 

 中等教育学校ということを考えたときに，発展的な内容，あ

るいは，今ご指摘にありましたが，発展させることが可能な取

り扱いといったものがたくさんあるということで，是非歴史の

好きな子どもたちを育ててほしいという思いがあります。 
 それでは，東書でよろしいでしょうか。 

○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，東書を採択します。 
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 続いて，数学です。 
○学校支援課長  数学につきましては，22 ページからでございます。23 ページ

が教出，24 ページが啓林館。25 ページも啓林館でございますが，

24 ページのものは，未来へひろがる数学。25 ページのものにつ

いては，楽しさひろがる数学ということになっております。 
○佐藤委員  いわゆる連続性という観点から考えていけば，高志中等教育

学校としての教材としてということで，やはり基礎基本を重視

しているものと，高等学校で学習する発展的な題材が適度にあ

り，後期課程との連続性を図ることができるという意味では，

教出が一番ふさわしいのではないかと思います。 
○委員長  いかがでしょうか。 
○髙山委員  私もそう思います。特に，章の終わりに基本のたしかめ，チ

ャレンジコーナー，章の問題というように豊富にありまして，

それをこなしていけば基本がしっかり身につくのだろうと思い

ます。高等学校へのつながりは，今おっしゃったとおりであり

ます。 
 ただ，今中学生が使っているのが楽しさひろがる数学，啓林

館ものでありますけれども，これも章の終わりに大変力を入れ

ておりまして，数学展望台だとか，見つけた数学，あるいは，

生活と数学という，数学の面白さを広く取り扱っているという

ことは大変捨てがたいところなのですけれども，連続性という

ことを考えますと，やはり教出なのではないかと思います。 
○委員長  中等教育学校ということを考えると，これが適当ではないか

というご意見ですので，教出を採択したいと思います。よろし

くお願いいたします。 
 続いて，理科です。これは第一分野と第二分野がいわばセッ

トになっているとお考えいただきたいと思いますが，お願いい

たします。 
○学校支援課長  26 ページからでございます。27 ページが東書，28 ページが

大日本，29 ページが学図でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
○委員長  ３社，東書，大日本，学図になりますが，いかがでしょうか。

 全体を見ることとは別になるかもしれませんが，高志中等教

育学校の教材としてというところを見ていきますと，やはり東

書が非常に適切であるという感じがいたします。連続性，発展

的な内容が豊富なことから，後期課程へ接続がスムーズである

と。それから，発展のページが多い。他の教科書もそれに近い

ですが，追求型の学習が組まれているということです。 
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○髙山委員  話し合おう，やってみよう，問いなどで，生徒の探求を促す

工夫があるということは，常に問題意識を持って学習できるよ

うに工夫しているのだというのが東書です。 
 それから，市内の中学校で使っているのは学図だったでしょ

うか。佐潟だとか南魚沼市など，新潟県内の事象が出てくるの

です。そういう意味で言いますと，例えば変動する大地という

単元があるのですけれども，東書では火山，地震，地層という

並べ方に対し，学図は地震，火山，地層ということで，地震が

先になっています。ちょうど中越地震のときだったので，生徒

は相当感心があったという意図を組んで，学図にしたというこ

ともあったと思います。 
○委員長  学図は新潟県に関係する内容を取り上げているということで

評価はできるけれども，発展や連続性という観点から考えると，

東書でいくということですが，東書を採択してよろしいですか。

○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，そのようにいたします。 

 続いて，音楽ですが，お願いいたします。 
○学校支援課長  音楽につきましては，一般のものと器楽合奏がございます。

一般につきましては，31 ページの教出，32 ページの教芸でござ

います。器楽合奏につきましては，33 ページが教出，34 ページ

が教芸ということでございます。 
○委員長  音楽，新潟市内はどちらも教芸が使われているのですが，高

志中等教育学校の教材として確かめますと，いかがでしょうか。

教出と教芸が載っておりますが，いかがでしょうか。 
○髙山委員  私はやはり教芸を推薦します。非常に多彩で，しかも多様な

展開が見られます。映画音楽というジャンルまで書かれていた

りして，大変楽しい教科書になっています。楽曲，それから作

曲者についての資料が詳しく掲載されているということも大事

なことだろうと思います。したがって，一般で教芸を選べば，

合奏も同じものがいいということになると思います。 
○委員長  ありがとうございました。 

 教芸がいいのではないかというご指摘です。一般，器楽合奏，

いわばセットになったようなもので，特別理由がなければ分け

ない方がいいだろうということです。それでよろしいでしょう

か。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  それでは，音楽は教芸を採択します。 

 続いて，美術です。 
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○学校支援課長  美術につきましては，35 ページから 37 ページまででござい

ます。36 ページが開隆堂でございます。37 ページが日文でござ

います。 
○委員長  ２社，開隆堂と日文が出されております。新潟市は日文を使

っております。いかがでしょうか。日文が中等学校ではうまく

ないということであれば別ですが，そうでなければ日文で，生

活に美を追究させようとする姿勢が感じられると書いてありま

す。 
○髙山委員  特に，日本の伝統的な色やそういうものを取り扱っています

ので，日本文化への取り組みという意味で，評価できるのでは

ないでしょうか。 
○委員長  日文でよろしいですか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，日文を採択します。 

 続いて，保健体育です。 
○学校支援課長  保健体育については，38 ページからでございます。39 ページ

が大日本，40 ページが学研の２社でございます。 
○委員長  保健体育も２社です。大日本と学研ということですが，いか

がでしょうか。新潟市は大日本を使っているということですが。

○佐藤委員  一緒でよろしいと思います。 
○委員長  よろしいですか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，大日本を採択します。 

 続いて，技術・家庭ですが，これも技術と家庭の部分に分か

れています。技術・家庭，いかがでしょうか。 
○髙山委員  これは東書がいいと思います。深めよう，ＴＲＹ，Let's click

といったものがありまして，発展的な内容を扱い，学ぶ意欲に

対応しているということでありますし，一人で学習できるよう

に，手順や内容の発展を考慮しているということです。それか

ら，基礎基本的な内容から段階的に深く学べるよう配慮され，

主体的に学習を進めることができるという点で，東書が優れて

いるように思います。 
 また，コンピュータについての記述が丁寧だと私は思いまし

た。 
○委員長  東書がいいのではないかと。主体的に学べるようにいろいろ

な工夫がなされているというご指摘ですが，東書でよろしいで

しょうか。学習過程については，技術であろうと家庭であろう

と同じ考え方で編集してあると思いますので，これもセットで
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よろしいですか。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，技術家庭については，東書を採択します。 

 続いて，外国語ですが，いかがでしょうか。 
○学校支援課長  46 ページからでございます。47 ページが東書，48 ページが

開隆堂，49 ページが三省堂でございます。 
○委員長  いかがでしょうか。東書と開隆堂と三省堂になっております。

三省堂は発展的な学習に対応できるというような記述がござい

ます。また，題材については，幅広い内容を取り扱っている。

家庭学習でも活用できるのではないかという指摘がされており

ます。 
○髙山委員  現在は東書を使っているわけです。これは４技能の学習がバ

ランスよく配置されているということが大きな決め手になって

いると思います。恐らく，この三省堂もそういう意味はあるの

だろうとは思います。特に，題材に，日本や世界における今日

的話題が多く含まれているというあたりが，生徒の発達段階に

則した適切なものと言えると書いてあります。この今日的な話

題というものは英語の世界は大事なことだろうと思います。 
○委員長  では，英語については三省堂ということでよろしいでしょう

か。 
○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  では，三省堂を採択します。 

 以上，中等教育学校の教科書については終わります。 
 次に，議案第 32 号，平成 21 年度全国学力・学習状況調査へ

の参加についてですが，学校支援課長，お願いいたします。 
○学校支援課長  それでは，72 ページをよろしくお願いしたいと思います。平

成 21 年度全国学力・学習状況調査への参加ということでござい

ますが，はじめに，概略ということで，調査の目的が三つ載っ

ております。これは前回実施と同様の内容となっております。

平成 21 年度の調査は，今年度同様，小学校第６学年，中学校も

第３学年が対象であり，内容としましては，教科に関する調査。

これは，国語と算数，数学でございます。そして，知識と活用

に関する調査。それから，生活習慣や学習環境等に関する質問

紙調査。そして，児童生徒に対する調査及び学校に対する調査

ということになっております。これらにつきましても，今年度

と同様でございます。実施期日は，平成 21 年４月 21 日火曜日

でございます。 
 続きまして，調査参加のメリットについて，簡単に説明させ
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ていただきます。メリットとしては，次の３点があると考えて

おります。一つは，新潟市独自の学力調査，ＮＲＴでございま

すが，これらの理由によって，新潟市の児童生徒の学力を多面

的に把握できるという形でございます。二つ目が，新潟市の児

童生徒が，新学習要領の趣旨を具現化した調査問題を体験でき

るということでございます。三つ目が，全国学力・学習状況調

査の結果を基に，各学校の授業改善が図られるということでご

ざいます。 
 後に，新潟市教育委員会の取り組みを若干説明させていた

だきたいと思います。新潟市では，検証改善委員会を設置し，

今年度，次のことを行ってきたということでございます。一つ

は，結果の分析と各学校向けの報告書の作成・配付でございま

す。それから，二つ目が，授業改善フォーラムの開催というこ

とで，これは 21 日に実施させていただいたものでございます。

三つ目は，これからの授業改善に向けての参考資料の作成・配

付ということでございます。 
 一つ目の報告書及び三つ目の参考資料につきましては，お手

元にあります報告書と，この資料でございます。時間の都合上，

中身については紹介できませんが，またあとで見ていただけれ

ばありがたいと思っております。 
 なお，次の 73 ページから 85 ページまでにつきましては，文

部科学省から送付されてきた実施要領でございますので，参考

としてお示しいたしました。 
 ということで，来年度参加の方向で審議いただければありが

たいと思います。 
○委員長  来年度，全国学力・学習状況調査に参加するかしないか決め

て欲しいということでございます。実は，昨日，政令指定都市

の教育委員長，教育長協議会へ出席しましたときに，文部科学

省から審議官が来ておりまして，この状況についてお話しして

おりました。現在のところ，秋田県が，例の話から参加を考え

ているという教育長が多かったと思うのですが，全員参加をす

るという話をしておりました。それから，犬山市は従来どおり

ですが，大阪市も現段階は全部参加だと言っておりました。名

古屋市に犬山市が一番近い政令指定都市ですので，どうします

かと聞きましたら，教育長は，個人的には特に問題はないので

全て参加する予定であるというお話しをなさっていました。ま

だ日がありますので，どのように変わっていくのか分かりませ

んが，全国の教育委員会で参加を決めている段階ではないかと
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思います。 
 一方，不参加についてはどうですか。事務局に何かそういう

話はきておりますか。 
○学校支援課長  いくつか問い合わせ等はしておりますけれども，今のところ

不参加については特にないという状況でございます。 
○委員長  今耳に入っている情報ですが，そのような状況でございます。

 いかがでしょうか。３年目になるわけですけれども。 
○髙山委員  ２のメリットの三つ目の丸ですが，各校の授業の改善が図ら

れると書いてあります。実際に２年間やってみて，２年目は今

やっと出たばかりだろうと思いますけれども，その点で具体的

に何か動きのようなものはありますか。 
○学校支援課長  私どもはこれに併せまして，平成 19 年度から，授業力向上Ｏ

ＪＴ事業ということで，日常的な形で研修を進めていきましょ

うということで進めております。そういう意味で，各学校とも

教育普及事業という形で回数が増えていて，授業改善に向けて

のエネルギーが大変大きくなっているという認識を持っており

ます。 
○髙山委員  それはやはり全国学力・学習状況調査の及ぼすところと考え

ていいのですか。 
○学校支援課長  この結果については各学校に行っておりますので，優れてい

る点，あるいはこのところにはもう少し力を付けていったらい

いといったようなことが分析できますので，それに基づきなが

ら，学校全体で分析し，それに基づいて教員が授業改善に向け

ていくと思います。 
○委員長  一昨日でしょうか，授業改善フォーラム 2009，新潟市の目指

す子どもの姿を求めてということで，学力テストの結果を基に

各学校の活動等を発表したと。結果を基にしてどう考えたか，

各学校の実践を発表したり，あるいは指導主事が実際に授業を

やって，こういう授業が望まれている授業なのですということ

を示したという会でしたが，小池委員と田中委員と私で見学さ

せていただきました。 
 田中委員，１日おられて現場の先生方の雰囲気というか，い

かがでしたか。 
○田中委員  熱心なものがあって，授業改善に向けてエネルギーが高まっ

ているなという雰囲気は感じました。 
○委員長  私も現場の先生方の熱気を感じて，とても嬉しく思ったので

すが，そのことが本当に役立っているのかどうかという評価は

また別だろうと思うのですが，とにかく授業を変えようという，
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あるいは，授業実践でみんなで批評し合おうじゃないかという

熱気はひしひしと感じました。素晴らしい会であったと思って

いるわけですが，そういう意味でも，学力テストを来年も是非

やって，その結果をまた生かす形でフォーラム等をやってほし

いと思っております。 
○髙山委員  文部科学省からの実施要領が届いたわけですが，これは昨年

と変わったところはありますか。 
○学校支援課長  特に大きく変わったところはございませんが，説明のときに

は調査結果の取り扱いに関する配慮事項というようなことを強

く説明させていただいておりますので，この辺のところは私た

ちもこれに基づきながら進めていきたいと考えております。 
○髙山委員  81 ページの（８）なのですが，調査により得られる調査結果

の取扱いという中で，アの欄の下の方に，行政機関の保有する

情報の公開に関する法律第５条第６号の規定を根拠として，同

法における不開示情報として取り扱うこととすると書いてある

のですが，第５条第６号というのはどういうことが書いてある

のですか。 
○学校支援課長  新潟市の情報公開条例の場合には，第６条の（６）というこ

とで，次のような形でございます。第６条，まず全体に，実施

機関は，公文書の公開の請求があった場合は，公開請求に係る

公文書に次に掲げる情報が含まれているときを除き，公開請求

した者に対し，当該公文書を公開しなければならないというこ

とになっております。ということで，次に掲げているものにつ

いては非公開ということでございます。その中の一つに，市の

機関または国，独立行政法人等，他の地方公共団体もしくは地

方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって，

公にすることにより次に掲げるおそれがあるものということ

で，いくつかあるのでございますが，その中に，調査研究に係

る事業に関し，その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお

それというようなものがございます。 
○髙山委員  そうすると，住民から開示請求があった場合は，それを根拠

として非開示にしなさいという解釈ができるのでしょうか。 
○学校支援課長  そのように把握しております。 
○委員長  それから，一昨日の話の中で強調しておられたのは，調査結

果の提供です。初年度は，11 月でしたか，遅かったのですが，

明けたので昨年，これが出ましたのは８月末でございました。

できるだけ，とにかくそれを下回らないように努力をすると。

できれば少しでも早く活用できるようにしたいという話は強く
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強調されておりました。せっかく出ても，その年度にあまり活

用できなければまた困るわけですし，個に活用するということ

が 後には一番大事なわけですということをお話しされており

ました。 
 いかがでしょうか。行うということでよろしいでしょうか。

○全委員  全員異議なく了承する。 
○委員長  それでは，４月 21 日だそうですが，来年度も実施してくださ

い。 
 議案第 33 号は人事案件ですので，後ほど非公開で行います。

 以上で議案は終わりますが，報告案件がありますので，お願

いいたします。平成 20 年度全国体力・運動能力，運動習慣等調

査結果が出ましたので，学校支援課長，よろしくお願いいたし

ます。 
第４ 報 告  
○学校支援課長  よろしくお願いいたします。 

 今日配付させていただきました横長の資料をお願いしたいと

思います。速報ということで出させていただきました。平成 20
年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果でございます。

この対象になりましたのは，小学校５年生と中学校２年生が対

象でございます。上が小学校５年生の男女の数値を表しており

まして，下の方が中学校２年生の男女の数値を表しているとい

うことでございます。 
 小学校につきましては，表のように，握力から上体起こしと

ずっといきまして，ソフトボールまで８種目あり，その右側に

体力合計点となっております。全国平均，全県平均，全市平均

ということで，対照できるようになってございます。 
 中学校につきましては，表のように握力からいきまして，ハ

ンドボール投げまで９種目ございます。その右側に体力合計点

となっております。なお，中ほどに持久走とシャトルランがご

ざいますけれども，これはいずれかを選択してもよいというこ

とになっているようでございます。 
 新潟市の状況につきましては，小学校，中学校とも全国平均

を上回る状況となっております。また，小学校のソフトボール

投げで男女とも全国をやや下回っております。中学校のハンド

ボール投げも同様に男女とも全国をやや下回っているという状

況でございますが，大きな差はないと思っております。これま

で課題でありました 50ｍ走につきましては，小学校では男女と

も全国と同等になっておりまして，中学校では，男女ともやや
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全国を上回る結果となりました。 
 下に考察がございますが，その考察にありますように，新潟

市教育ビジョンの具現化に向けて，体力の向上を重点課題とし

て，意図的・計画的な取り組みを進めたり，バランスの取れた

体力作りに向けて，体力テストのデータを活用し，劣っている

体力要素の向上に重点的に取り組んできた成果であると考えて

います。 
○委員長  何かご質問はありますでしょうか。 
○髙山委員  今朝の新聞で小学校５年生が全国第３位、そういう上位にあ

るようになっているのですが，ご説明をお願いします。 
○学校支援課長  私どもはまだ中身まで詳しいことは把握しておりませんけれ

ども，全県でそのくらいの。 
○委員長  県ですか。 
○学校支援課長  はい。全県でということを聞いております。 
○髙山委員  それで，これまた文部科学省から，この結果の扱いについて

というものは何か来ておりますか。 
○学校支援課長  結果の向上につきましては，全国学力・学習状況調査と同じ

ような形で取り扱うということでございますので，県は……的

なものはいたしません。それから，私どもとしましても，この

結果は皆さんに対する説明責任ということで，作ってまいった

ということでございます。 
○田中委員  全国平均よりもいいということはこれを見ると分かるのです

けれども，子どもたちの体力が年々よくなっているのか落ちて

いるのかというところがこれでは分からないのですけれども，

その辺はどうでしょうか。 
○学校支援課長  教育ビジョンでも，実体的にということで進めてまいりまし

て，私どもの指標ということで，前年度よりもよくなったもの

が 70％以上という目標を立てております。そのような意味で，

これまで非常に大きな向上を示してきたということで，前年度

に比べて上がってきていると理解しております。 
○委員長  ４年くらい前でしょうか，新潟市が大変落ちていたと。あれ

ができる前でしたよね，とても落ちていて気になったのが。そ

れで，力を入れて学校を指導してくださったのでしょうか，次

の次の年くらいには回復してきて伸びていました。 
○学校支援課長  実質的に，昨年度くらいから全国平均を超えるような種目が

多くなってきているというような状況でございました。 
○委員長  朝マラソンのようなものをやるとか，何かをしていないと，

どんどん落ちていくと。これは新聞の欄にも出ておりましたが，
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やはり恒常的に何かに取り組んでいないと，体力ですので。い

い結果でいいというか，要するに全国平均よりは下回っていな

いということで，ある面ではほっとするような気がいたします。

ご苦労さまでした。 
○学校支援課長  ありがとうございました。 
 
第５ 次回日程 

 

○委員長 次回の日程について説明を求める。 
 

○教育総務課長 ２月定例会は，２月１３日（金）午後２時から，３月定例会

は３月１６日（月）午前９時半からでお願いしたい。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 

第６ 閉会宣言  
○委員長 午後５時３０分，閉会を宣言する。 

 
 
 

  
以上，会議のてん末を承認し，署名する。 
  

署名委員  
  

署名委員  
  
 


